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地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 37 条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特
定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定する特
定非営利活動法人をいう。以下同じ。）及び当該特定非営利活動法人に係る神奈川県県税条例
（昭和 45 年神奈川県条例第 26 号）第 10 条第２項の期間を別表のとおり定める。 

    附 則 
  この条例は、公布の日から施行する。 
    附 則（平成 24 年 10 月 23 日条例第 50 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 
    附 則（平成 24 年 12 月 28 日条例第 59 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 26 日条例第 50 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年７月９日条例第 93 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 10 月 22 日条例第 102 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 12 月 27 日条例第 121 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 26 年３月 25 日条例第９号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 26 年７月 15 日条例第 46 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 26 年 10 月 21 日条例第 57 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 26 年 12 月 26 日条例第 71 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 20 日条例第 25 号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 27 年７月 21 日条例第 62 号） 
  １ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 平成 27 年５月 10 日以前に改正前の別表特定非営利活動法人鎌倉広町台峯の自然を守る会
の項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動法人の
指定及び神奈川県県税条例（昭和 45 年神奈川県条例第 26 号）第 10 条第２項の期間につい
ては、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表特定非営利活動法人鎌倉広町
台峯の自然を守る会の項中「平成 30 年７月 31 日」とあるのは、「平成 27 年５月 10 日」と
する。 
附 則（平成 27 年 10 月 20 日条例第 73 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成 27 年 12 月 28 日条例第 97 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成 28 年３月 25 日条例第 15 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成 28 年７月１日条例第 57 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成28年10月21日条例第71号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成28年12月27日条例第82号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成29年３月28日条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成 29 年７月 14 日条例第 38 号） 
 １ この条例は、平成 29 年８月１日から施行する。 
 ２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人地球学校の項、

特定非営利活動法人ホタルのふるさと瀬上沢基金の項、特定非営利活動法人コロンブスアカ
デミーの項、特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会の項、特定非営利活動法人黄金
町エリアマネジメントセンターの項、特定非営利活動法人かながわ福祉移動サービスネット
ワークの項、特定非営利活動法人移動サービスアクセスの項又は特定非営利活動法人ＡＲＣ



 

 

ＳＨＩＰの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なお
その効力を有する。 

   附 則（平成 29 年 10 月 20 日条例第 58 号） 
１ この条例は、平成29年11月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人昴の会の
項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定（特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球
倶楽部の項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人あっとほーむの項及び特定非営利活動法人ふじさわシニ
アネットの項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人
に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
 附 則（平成29年12月28日条例第 78 号） 

１ この条例は、平成30年１月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人トムトムの項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ＷＥ２１ジャパ
ン海老名の項、特定非営利活動法人ＷＥ２１ジャパンいずみの項、特定非営利活動法人ＷＥ
２１ジャパン・たかつの項又は特定非営利活動法人ＷＥ２１ジャパン・旭の項に規定する特
定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
  附 則（平成30年３月27日条例第16号） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎の項及び特定非営利活動法人和有会の項に
係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン
相模原の項、特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン・ほどがやの項、特定非営利活動法人ＷＥ
21ジャパン都筑の項、特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン藤沢の項、特定非営利活動法人エ
ンパワメントかながわの項、特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹の項又は特定
非営利活動法人ヴイエムシイの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した
場合について、なおその効力を有する。 
  附 則（平成30年７月20日条例第71号） 

１ この条例は、平成30年８月１日から施行する。 
２ 改正前の別表特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパンかながわの項、特定非営利活動法人アク
ト川崎の項、特定非営利活動法人小田原市障害者福祉協議会の項、特定非営利活動法人ＷＥ
21ジャパンひらつかの項及び特定非営利活動法人ＮＰＯサポートちがさきの項の規定は、こ
の条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した
場合について、なおその効力を有する。 
附 則（平成30年10月23日条例第74号） 

１ この条例は、平成30年11月１日から施行する。 
２ 改正前の別表特定非営利活動法人宮ヶ瀬湖ボートクラブの項、特定非営利活動法人ワーカ
ーズ・コレクティブまいそるの項及び特定非営利活動法人昴の会の項の規定は、この条例の
施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合につ
いて、なおその効力を有する。 

 附 則（平成30年12月28日条例第96号） 
１ この条例は、平成31年１月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（ＮＰＯ法人ミニシティ・プラスの項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人湯河原町地域作
業所たんぽぽの項、特定非営利活動法人ウィ二十一ジャパンとつかの項、特定非営利活動法
人ＷＥ21ジャパンよこすかの項、ＮＰＯ法人ロボティック普及促進センターの項又は特定非
営利活動法人ＷＥ21ジャパンこうほくの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を
支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（平成31年３月22日条例第９号） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人小田原なぎさ会の項に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人小田原なぎさ会
の項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力
を有する。 
附 則（令和元年７月16日条例第９号） 

１ この条例は、令和元年８月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施
行する。 

２ 第２条の規定による改正前の地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れ
る特定非営利活動法人等を定める条例別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営
利活動法人アドバイザーネットワーク神奈川の項又は特定非営利活動法人チャイルドファー



 

 

ストジャパンの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、
なおその効力を有する。 
附 則（令和元年10月21日条例第31号） 

１ この条例は、令和元年11月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人だんだんの樹の項に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 ２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人だんだんの樹の
項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を
有する。 
附 則（令和元年12月24日条例第45号） 

１ この条例は、令和２年１月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人黄金町エ
リアマネジメントセンターの項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定（特定非営
利活動法人きづきの項及び特定非営利活動法人地域福祉を考える会の項に係る部分を除
く。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人きづきの項及び特定非営利活動法人地域福祉を考える会
の項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して
寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和２年３月27日条例第14号） 

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人移動サー
ビスアクセスの項、ＮＰＯ法人ミニシティ・プラスの項及び特定非営利活動法人アドバイザ
ーネットワーク神奈川の項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２  改正前の別表特定非営利活動法人たすけあいあさひの項の規定は、この条例の施行の日前
に同項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効
力を有する。 
附 則（令和２年７月17日条例第56号） 

１ この条例は、令和２年８月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人ＳＨＩＰの項に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ＳＨＩＰの項に
規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有す
る。 

 附 則（令和２年10月20日条例第75号） 
１ この条例は、令和２年11月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人市民セク
ターよこはまの項、ＮＰＯ法人ミニシティ・プラスの項及び特定非営利活動法人横浜日独協
会の項の改正規定並びに同表に次のように加える改正規定（ＮＰＯ法人スローライフ障害者
地域活動支援センターの項に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表ＮＰＯ法人スローライフ障害者地域活動支援センターの項の規定は、この条
例の施行の日前に同項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合につい
て、なおその効力を有する。 
附 則（令和２年12月25日条例第89号） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ゆいの項又はＮ
ＰＯ法人かながわ311ネットワークの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出
した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和３年３月26日条例第６号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人横浜メン
タルサービスネットワークの項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定（特定非営
利活動法人スローレーベルの項及び特定非営利活動法人フードバンクひらつかの項に係る部
分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくるの項、特定非
営利活動法人葉山まちづくり協会の項及び特定非営利活動法人はあとハウスの項の規定は、
この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出し
た場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和３年７月20日条例第53号） 

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ワーカーズ・コ
レクティブオリーブの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合につ
いて、なおその効力を有する。 
附 則（令和３年10月22日条例第75号） 

１ この条例は、令和３年11月１日から施行する。ただし、別表ＮＰＯ法人アール・ド・ヴィ
ーヴルの項の改正規定は、公布の日から施行する。 



 

 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウスの項及び特定非営利活動法人
市民セクターよこはまの項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非
営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和３年12月24日条例第86号） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人小田原市
障害者福祉協議会の項を削る改正規定並びに同表特定非営利活動法人アクト川崎の項、特定
非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅの項及び特定非営利活動法人フードバンクひらつかの
項の改正規定並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人ＳＴスポット横浜の項及び特定非営利活動法人ＷＥ21ジ
ャパンいそごの項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動
法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 

３ 令和３年８月31日以前に改正前の別表特定非営利活動法人小田原市障害者福祉協議会の項
に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動法人の指定
及び神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）第10条第２項の期間については、な
お従前の例による。 
附 則（令和４年３月29日条例第14号） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワ
ークかながわの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、
なおその効力を有する。 

 附 則（令和４年７月29日条例第38号） 
１ この条例は、令和４年８月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人スロー 
レーベルの項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 ２ 改正前の別表特定非営利活動法人ホタルのふるさと瀬上沢基金の項、特定非営利活動法 
  人黄金町エリアマネジメントセンターの項、特定非営利活動法人地球学校の項、特定非 

営利活動法人藤沢市民活動推進機構の項、特定非営利活動法人コロンブスアカデミーの 
項、特定非営利活動法人かながわ福祉移動サービスネットワークの項、特定非営利活動 
法人移動サービスアクセスの項及び特定非営利活動法人ＡＲＣＳＨＩＰの項の規定は、 
この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支 
出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和４年10月21日条例第58号） 

１ この条例は、令和４年 11 月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人まちづ
くりスポット茅ヶ崎の項の改正規定、同表ＮＰＯ法人アール・ド・ヴィーヴルの項を削る改
正規定及び同表に次のように加える改正規定（ＮＰＯ法人チャレンジドサポートプロジェク
トの項に係る部分に限る。）並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部の項、特定非営利活動法人あっ
とほーむの項及び特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネットの項の規定は、この条例の
施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合につ
いて、なおその効力を有する。 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行前に改正前の別表ＮＰＯ法人アール・ド・ヴィ
ーヴルの項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動
法人の指定及び神奈川県県税条例（昭和 45 年神奈川県条例第 26 号）第 10 条第２項の期間
については、なお従前の例による。 
附 則（令和４年12月23日条例第67号） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人アドバイ
ザーネットワーク神奈川の項及び特定非営利活動法人フードバンク湘南の項の改正規定並び
に同表に次のように加える改正規定（特定非営利活動法人プラス保育園の項及び特定非営利
活動法人鎌倉あそび基地の項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人トムトムの項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパン・
旭の項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパン・たかつの項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジ
ャパンいずみの項及び特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパン海老名の項の規定は、この条例
の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合に
ついて、なおその効力を有する。 
附 則（令和５年３月20日条例第５号） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に特定非営利活動法人まちづくりスポット

茅ヶ崎の項、特定非営利活動法人和有会の項、特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティ

ブ樹の項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパン・ほどがやの項、特定非営利活動法人ＷＥ



 

 

21 ジャパン都筑の項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパン相模原の項、特定非営利活動法

人ＷＥ21 ジャパン藤沢の項又は特定非営利活動法人エンパワメントかながわの項に規定す

る特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和５年７月21日条例第49号） 

１ この条例は、令和５年８月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパ
ンかながわの項、特定非営利活動法人ＷＥ21 ジャパンひらつかの項、特定非営利活動法人
ＮＰＯサポートちがさきの項又は特定非営利活動法人アクト川崎の項に規定する特定非営利
活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和５年10月20日条例第71号） 

１ この条例は、令和５年 11 月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人ウィ二
十一ジャパンとつかの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブまいそるの項の規定は、この
条例の施行の日前に同項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合につ
いて、なおその効力を有する。 

３ 令和５年５月 25 日以前に改正前の別表特定非営利活動法人ウィ二十一ジャパンとつかの
項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動法人の指
定及び神奈川県県税条例（昭和 45 年神奈川県条例第 26 号）第 10 条第２項の期間について
は、なお従前の例による。 
附 則（令和５年12月26日条例第83号） 

 １ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（特定非営利活動法人ＤＶ対策センターの項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行す
る。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表ＮＰＯ法人ミニシティ・プラスの項、
特定非営利活動法人湯河原町地域作業所たんぽぽの項、特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン
こうほくの項又は特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパンよこすかの項に規定する特定非営利活
動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和６年３月26日条例第11号） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人プラス保
育園の項及び特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹の項の改正規定は、公布の日
から施行する。 

２ 改正前の別表ＮＰＯ法人ぷかぷかの項、特定非営利活動法人木々の会の項、特定非営利活
動法人かながわ森林インストラクターの会の項、特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン・伊勢
原の項、特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所の項、特定非営利活動法人大和市
サッカー協会の項及び特定非営利活動法人小田原なぎさ会の項の規定は、この条例の施行の
日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、
なおその効力を有する。 
附 則（令和６年７月19日条例第59号） 

１ この条例は、令和６年８月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブオリーブの項を削る改正規定及び同表に次のように加える改正規定（特定
非営利活動法人ＡＢＣジャパンの項に係る部分に限る。）並びに附則第３項の規定は、公布
の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワークの項、特定非営利活
動法人チャイルドファーストジャパンの項及び特定非営利活動法人アドバイザーネットワー
ク神奈川の項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法人
に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 

３ 令和６年３月31日以前に改正前の別表特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブオリ
ーブの項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動法
人の指定及び神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）第10条第２項の期間につい
ては、なお従前の例による。 
附 則（令和６年10月22日条例第72号） 

１ この条例は、令和６年11月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人きづきの
項を削る改正規定、同表特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパンいそごの項及び特定非営利活動
法人鎌倉あそび基地の項の改正規定並びに同表に次のように加える改正規定（特定非営利活
動法人農スクールの項に係る部分に限る。）並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行
する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会の項及び特定非営利活動法人だ
んだんの樹の項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項に規定する特定非営利活動法
人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 



 

 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行前に改正前の別表特定非営利活動法人きづきの
項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に係る特定非営利活動法人の指
定及び神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）第10条第２項の期間については、
なお従前の例による。 
 附 則（令和６年12月24日条例第81号） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人ＷＥ21ジ
ャパンよこすかの項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定（特定非営利活動法人
地域健康プランの項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人横浜日独協会の項、特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン
厚木の項及び特定非営利活動法人地域福祉を考える会の項の規定は、この条例の施行の日前
にこれらの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なお
その効力を有する。 
附 則（令和７年３月25日条例第２号） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表ＮＰＯ法人ぷかぷかの項の改
正規定、同表特定非営利活動法人かながわ森林インストラクターの会の項を削る改正規定及
び同表特定非営利活動法人だんだんの樹の項の改正規定並びに附則第３項の規定は、公布の
日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人たすけあいあさひの項の規定は、この条例の施行の日前
に同項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効
力を有する。 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行前に改正前の別表特定非営利活動法人かながわ
森林インストラクターの会の項に規定する特定非営利活動法人に対して支出された寄附金に
係る特定非営利活動法人の指定及び神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）第10
条第２項の期間については、なお従前の例による。 
附 則（令和７年７月31日条例第51号） 

１ この条例は、令和７年８月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ｇｒａｎｄ－ｍ
ｅｒｅの項又は特定非営利活動法人ＳＨＩＰの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄
附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
附 則（令和７年10月21日条例第63号） 

１ この条例は、令和７年11月１日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人大和市サ
ッカー協会の項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定（ＮＰＯ法人湘南フィルハ
ーモニー管弦楽団の項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の別表特定非営利活動法人こころの健康を考えるかるがも会の項及びＮＰＯ法人ス
ローライフ障害者地域活動支援センターの項の規定は、この条例の施行の日前にこれらの項
に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有
する。 

 附 則 
１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定
（ＮＰＯ法人かながわ311ネットワークの項に係る部分を除く。）は、公布の日から施行す
る。 

２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表ＮＰＯ法人かながわ311ネットワー
クの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効
力を有する。 

 附 則 
１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
２ 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人スローレーベル
の項、特定非営利活動法人フードバンク湘南の項、特定非営利活動法人葉山まちづくり協会
の項及び特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブケアびーくるの項に規定する特定非
営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 

 
 別表 

特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 
神奈川県県税条例第 10 条
第２項の期間 

特定非営利活動法人市民セ

クターよこはま 

横浜市中区弁天通六丁目81番コ

ーケンキャピタルビル２階Ｃ号

室 

令和３年11月１日から令和

８年10月31日まで 



 

 

特定非営利活動法人地域家

族しんちゃんハウス 
大和市南林間七丁目１番15号 

令和３年11月１日から令和

８年10月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21

ジャパンいそご 

横浜市磯子区洋光台三丁目11番23

号 

令和４年１月１日から令

和８年12月31日まで 

ＮＰＯ法人多文化共生教育

ネットワークかながわ 

横浜市栄区小菅ケ谷一丁目２番

１号地球市民かながわプラザＮ

ＰＯなどのための事務室内 

令和４年４月１日から令

和９年３月31日まで 

特定非営利活動法人コロン

ブスアカデミー 
横浜市磯子区東町９番９号 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人黄金町

エリアマネジメントセンタ

ー 

横浜市中区黄金町一丁目４番地先 
令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人藤沢市

民活動推進機構 
藤沢市藤沢577番地寿ビル301号室 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人地球学校 

横浜市栄区小菅ケ谷一丁目２番１

号地球市民かながわプラザＮＰＯ

などのための事務室内 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人移動サ

ービスアクセス 
横浜市青葉区荏田北３―11―24 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人ＡＲＣ

ＳＨＩＰ 

横浜市中区常盤町一丁目１番地宮

下ビル４Ｆ 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人かなが

わ福祉移動サービスネット

ワーク 

横浜市港北区錦が丘15番11号 
令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

特定非営利活動法人ホタル

のふるさと瀬上沢基金 

横浜市港南区港南台九丁目30番31

号 

令和４年８月１日から令

和９年７月31日まで 

ＮＰＯ法人チャレンジドサポ

ートプロジェクト 

川崎市高津区下作延三丁目21番地

26ドルフ梶ヶ谷105号室 

令和４年１月１日から令和

９年10月31日まで 

特定非営利活動法人藤沢ラグ

ビー蹴球倶楽部 
藤沢市辻堂西海岸二丁目１番15号 

令和４年11月１日から令和

９年10月31日まで 

特定非営利活動法人あっとほ

ーむ 

横浜市都筑区牛久保西三丁目２番

７号 

令和４年11月１日から令和

９年10月31日まで 

特定非営利活動法人湘南ふじ

さわシニアネット 
藤沢市藤沢496番地藤沢森井ビル 

令和４年11月１日から令和

９年10月31日まで 

特定非営利活動法人プラス保

育園 
横浜市旭区中希望が丘107番地31 

令和４年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人鎌倉あそ

び基地 
鎌倉市常盤145番地 

令和４年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人トムトム 茅ケ崎市萩園2,336番地２ 
令和５年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン・旭 
横浜市旭区中希望が丘101－21 

令和５年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン・たかつ 
川崎市高津区溝口三丁目15番8号 

令和５年１月１日から令和

９年12月31日まで 



 

 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパンいずみ 
横浜市泉区中田東三丁目16番4号 

令和５年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン海老名 

海老名市中央一丁目14番46号チェ

リーコート海老名103 

令和５年１月１日から令和

９年12月31日まで 

特定非営利活動法人ワーカー

ズ・コレクティブ樹 
横浜市磯子区磯子台21番24号 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人和有会 
横浜市緑区寺山町107番地７ハルオ

中山ビル102 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン都筑 
横浜市都筑区茅ケ崎中央30番14号 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン藤沢 
藤沢市藤沢1,102番地 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン・ほどがや 

横浜市保土ケ谷区川辺町２番地２

パイロットハウス103 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパン相模原 
相模原市南区若松四丁目13番３号 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人まちづく

りスポット茅ヶ崎 
茅ケ崎市浜見平10番２号 

令和５年４月１日から令和

10年３月31日まで 

特定非営利活動法人ＮＰＯサ

ポートちがさき 

茅ケ崎市円蔵一丁目５番24号サニ

ータウン茅ヶ崎 

令和５年８月１日から令和

10年７月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパンかながわ 

横浜市神奈川区西神奈川三丁目16

番１号 

令和５年８月１日から令和

10年７月31日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21ジ

ャパンひらつか 
平塚市代官町11番30号 

令和５年８月１日から令和

10年７月31日まで 

特定非営利活動法人ワーカー

ズ・コレクティブまいそる 
横浜市戸塚区上柏尾町 244 番地 

令和５年 11 月１日から令

和 10 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＤＶ対策

センター 
横浜市青葉区鴨志田町 807 番地５ 

令和５年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人湯河原町

地域作業所たんぽぽ 

足柄下郡湯河原町中央二丁目 21 番

地５ 

令和６年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21 ジ

ャパンこうほく 
横浜市港北区日吉二丁目 12 番７号 

令和６年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日まで 

ＮＰＯ法人ミニシティ・プラ

ス 

横浜市都筑区中川１－17－22 ガー

デンプラザ宮台 402 号室 

令和６年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21 ジ

ャパンよこすか 

横須賀市根岸町三丁目 15 番 12 号

谷ビル 102 号 

令和６年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人小田原な

ぎさ会 
小田原市南鴨宮三丁目 16 番 20 号 

令和６年４月１日から令和

11 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人木々の会 
横浜市旭区鶴ケ峰二丁目９番９号

第２大幸ビル 301 

令和６年４月１日から令和

11 年３月 31 日まで 



 

 

ＮＰＯ法人ぷかぷか 横浜市青葉区鴨志田町 66 番地１ 
令和６年４月１日から令和

11 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人大和市サ

ッカー協会 
大和市中央林間二丁目 19 番 18 号 

令和６年４月１日から令和

11 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21 ジ

ャパン・伊勢原 
伊勢原市石田 670 番地の７ 

令和６年４月１日から令和

11 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＡＢＣジ

ャパン 

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目７‐

15ＬаＣａｍｐａｎａＫＩＳＯＹ

Ａ302 号室 

令和６年１月１日から令和

11 年７月 31 日まで 

特定非営利活動法人チャイル

ドファーストジャパン 
伊勢原市桜台一丁目５番 31 号 

令和６年８月１日から令和

11 年７月 31 日まで 

特定非営利活動法人横浜メン

タルサービスネットワーク 
横浜市港南区笹下一丁目７番６号 

令和６年８月１日から令和

11 年７月 31 日まで 

特定非営利活動法人農スクー

ル 
藤沢市葛原 1,100 番地の９ 

令和６年１月１日から令和

11 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人だんだん

の樹 
横浜市泉区弥生台 27 番地２ 

令和６年 11 月１日から令

和 11 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人横浜移動

サービス協議会 
横浜市中区真砂町三丁目 33 番地 

令和６年 11 月１日から令

和 11 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人地域健康

プラン 

山形県山形市七日町二丁目７－23 

とんがりビル３階 

令和６年１月１日から令和

11 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＷＥ21 ジ

ャパン厚木 
厚木市中町三丁目 18 番５号 

令和７年１月１日から令和

11 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人横浜日独

協会 

横浜市栄区小菅ケ谷一丁目２番１

号地球市民かながわプラザＮＰＯ

などのための事務室内 

令和７年１月１日から令和

11 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人地域福祉

を考える会 
伊勢原市田中 256 番地の１－301 

令和７年１月１日から令和

11 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人ｇｒａｎ

ｄ－ｍｅｒｅ 
海老名市中新田一丁目 13 番 19 号 

令和７年８月１日から令和

12 年７月 31 日まで 

特定非営利活動法人ＳＨＩＰ 
横浜市神奈川区台町７番地２ハイ

ツ横浜 713 号室 

令和７年８月１日から令和

12 年７月 31 日まで 

ＮＰＯ法人湘南フィルハーモ

ニー管弦楽団 
茅ケ崎市みずき四丁目６番３号 

令和７年１月１日から令和

12 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人こころの

健康を考えるかるがも会 

横浜市港南区港南台九丁目 28 番３

号 

令和７年 11 月１日から令

和 12 年 10 月 31 日まで 

特定非営利活動法人カウンセ

リングオフィスＳＡＲＡ 
横浜市緑区長津田町 2,325－1 

令和７年１月１日から令和

12 年 12 月 31 日まで 



 

 

ＮＰＯ法人かながわ 311 ネッ

トワーク 

横浜市神奈川区大口仲町 194 番地

９横浜妙蓮寺シティハウス 107 号 

令和８年１月１日から令和

12 年 12 月 31 日まで 

特定非営利活動法人フードバ

ンク湘南 

平塚市御殿一丁目 33 番 35 号亀井

ハイツ 101 

令和８年４月１日から令和

13 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人スローレ

ーベル 

横浜市南区吉野町２－４国際吉野

町ビル 402 

令和８年４月１日から令和

13 年３月 31 日まで 

 


